
令和８年４月から
「蛍光管・乾電池等」の

回収対象品目を拡大します

④ 電池類を取り外せない ・取り外すことが難しい電池類内蔵製品（30㎝以下）

セロハンテープ等を貼って絶縁して出してください

①蛍光管は購入時のケースに入れて出してください

上記「②、③、④」ごとに、それぞれ中身がわかる透明な袋に入れて出してください

蛍光管・乾電池等は、放置すると発火の危険があるため、必ず収集日当日に出してください

電池類が液漏れ・膨張・破損等の状態にあるときはごみステー
ション等には出さず


